
樺澤清司に対する改善指導内容

１ 登録認定機関である特定非営利活動法人有機農業推進協会より

使用できる旨の説明を受け、平成１６年９月１日から平成１９年

６月１日までの間に、一部の有機認定ほ場に有機農産物の日本農

林規格で使用が認められている肥料及び生産資材ではない化学的

処理がされた蛋白質加水分解物を施肥し、このほ場で収穫された

農産物を少なくとも平成１９年４月９日から同年４月３０日の間

にホウレンソウ３６ｋｇ、平成１９年５月１６日から同年６月２

２日までの間にスクマウイキ４７．２５ｋｇ、平成１９年１１月

２８日から平成２０年１月２０日までの間にみず菜１３７．２ｋ

ｇを有機ＪＡＳマークを付して有機農産物と表示し販売したこ

と。

このことは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する

法律（昭和２５年法律第１７５号。以下「法」という。）、法第

１４条第２項に違反するものである。

２ このような事態を引き起こした主たる原因の一つに、ＪＡＳ規

格適合資材の使用については、有機認定業者自らの判断が原則に

もかかわらず、それを怠り、登録認定機関である特定非営利活動

法人有機農業推進協会に判断を任せたことに不備があったと考え

ざるを得ないことから、認識を改め、原因の究明・分析を徹底す

ること。

３ ２の結果を踏まえ、ＪＡＳ法に基づく表示制度の啓発を行うと

ともに、再発防止対策を実施すること。

４ ２から３に基づき講じた措置について、平成２１年９月１日

（火）までに農林水産省消費・安全局表示・規格課長あて提出す

ること。


